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第１章  入湯税の概要                            

１ 入湯税の概要                                  

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される税金で、鉱泉源の保護管理施設及び消

防施設等の整備、観光振興などに要する費用に充てることを目的とした地方税です。 

 

２ 納税義務者・税率     

（1）納税義務者 

 入湯税の納税義務者は、岐阜市内の鉱泉浴場において入湯される方です。 

 ※鉱泉浴場・・・温泉法に規定する温泉を利用する浴場 

 

（２）税率 

入湯客１人１日につき１５０円です。 

 ※1 泊 2 日の場合は、1 日として計算します。 

 

３ 課税免除     

次のいずれかに該当する方については、入湯税の課税が免除されます。 

（1）年齢１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある方 

  ・小学生以下の年齢に相当する場合は、課税が免除されます。 

（２）共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方 

  ・共同浴場とは、寮、社宅、療養所等に付設され日常の利用に供される施設をいいます。 

  ・一般公衆浴場とは、住民が日常の公衆衛生のために利用する銭湯などの施設をいいます。 

（３）岐阜市三田洞神仏温泉を利用し、入湯する方 

（４）学校教育法第１条に規定する学校（大学を除く）の行事として行われる旅行に参加する方 

  ・対象者は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、

高等専門学校の施設に通う児童、生徒又は学生（以下「生徒等」といいます。）並びに引率者が

対象です。 
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・引率者とは、生徒等の引率を行う学校等関係者や、心身の障がい等により介助を必要とする生徒

等の介助をする看護師や保護者等をいいます。なお、旅行業者の添乗員やカメラマン等は対象と

なりません。 

・対象となる学校の行事は、学校長が認めた、学校、学年、施設全体として実施される行事です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）入湯に係る料金の額（消費税及び地方消費税を除く）が 1,000 円以下の額で日帰りで入湯

する方 

・日帰り入湯をし、かつ、その利用料金が 1,000 円以下の入湯客は課税が免除されます。 

・利用料金とは入場料、休憩料、入湯料等の名称にかかわらず、鉱泉浴場への入湯を主な目的とし

た当該施設の利用に際し支払われるべき料金（消費税及び地方消費税を含まない）をいいます。

この場合において、入湯するために支払う料金以外の料金として施設利用料やタオル代等があら

かじめ利用料金に含まれている場合は、これらを含んだ料金としてください。 

・会議・食事等に入湯が含まれる場合（セットプラン）でその料金内訳として入湯のみの料金が区

分されていない場合は、日帰り入湯のみの場合の利用料金を当該利用料金としてください。 

 

（６）公益上その他の事由により市長が特に課税を不適当と認める方 

  ・主なケースとして、天災等による施設の被災や、施設が被災者の避難先になること、また被災地

支援の方の宿所となる場合などを理由として、課税が免除されることを想定しておりますが、詳

細については税制課にお問合せください。 

 

 

 

 

[手続きについて] 

・学校長等の施設の長が「学校等の行事であることの証明書」を作成し、鉱泉浴場事業者へ

提出してください。なお、宿泊税にて証明書を受領しておれば、入湯税についても受領した

ものとみなします。 

・鉱泉浴場事業者は、受領した証明書の写し（宿泊税分として受領したものの写し）を入湯

税の申告の際に、岐阜市財政部税制課諸税係（以下「税制課」といいます。）へ提出してくだ

さい。なお、月をまたぐ宿泊の場合は、当初の宿泊月の申告時のみの提出となります。 

・証明書の原本は、鉱泉浴場（宿泊施設）にて５年間保管が必要です。 
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第２章  入湯税の手続き概要                            

１ 入湯税の徴収方法                                  

 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場を経営されている方です。特別徴収義務者は、入湯客が納付す

べき入湯税を徴収し、岐阜市へ申告と納入をしていただくこととしています。このような制度を「特別

徴収制度」といいます。 

特別徴収制度においては、納税義務者が入湯税相当額を未払いであっても、課税の対象となる「入

湯」があれば、特別徴収義務者がその徴収すべき入湯税相当額の申告と納入をしていただく必要があり

ます。 なお、特別徴収義務者には「求償権」が認められます。 

※求償権・・・他の人の債務を代わりに支払った場合に、その支払った金額を本来の債権者に請求で

きる権利のことです。 

 

 

  

 

 

 

また、特別徴収義務者は、入湯税の徴収、申告、納入のほか、各種申請や帳簿保存等を行う必要があ

りますので、詳しくは下記のページを参照してください。  

 

◆ 特別徴収義務者の登録・変更等 …… 7 ページ   

◆ 入湯税の申告納入             …… 10 ページ  

◆ 帳簿等の記載・保存      …… 12 ページ  

・ 

 

  

  入湯行為   

入湯税を  入湯税   
申告納入 

  入湯客   岐阜市 （特別徴収義務者） 

鉱泉浴場事業者様 
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２ 入湯税の手続きの流れ                                

 

STEP０ 温泉利用許可 ／ 長良川温泉使用許可 

   

STEP1   入湯税に係る特別徴収義務者の申告 

              

 

 

   STEP2  鉱泉浴場の入湯客から入湯税を徴収 

 

  

 

 

 

 

 

STEP３  入湯税の申告と納入 

       

 

 

第３章～第５章の各種手続き書類の提出先は、税制課の窓口です。（郵送も可能です。） 

   ◆送付先◆ 〒500-8701 岐阜県岐阜市司町４０番地１ 

岐阜市役所 財政部税制課 諸税係行 

 なお、地方税共同機構が運営する「eLTAX」により、手続き書類の提出及び電子申告・電子納付が

可能となります。eLTAX の利用には、事前の利用届出等が必要となります。詳しくは P17 を参照し

てください。 

 

1 人 1 日につき 

150 円 

課税免除 

◆年齢１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある方 

◆修学旅行等の宿泊を伴う学校行事に参加する方 

◆1,000 円以下の額で日帰りで入湯する方   など 

「入湯税に係る特別徴収義務者申告書」を税制課へ提出 

「入湯税納入申告書」を税制課へ提出 

「入湯税納入書」により金融機関で納入 



 

7  

第３章  特別徴収義務者の登録・変更等  
  

鉱泉浴場の経営者の方（特別徴収義務者となる方）は、鉱泉浴場の経営の開始、変更、廃止等の際、

次の手続きが必要となります。  

 

１ 特別徴収義務者としての申告                                

新たに鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始しようとする日の前日までに特別徴収義務者と

しての申告を行ってください。  

  

【提出書類】  

①  

入湯税に係る特別徴収義務者申告書 記入例 P18 

※申告者が個人の場合は、マイナンバーカード（写）又は通知カード（写）及び

本人であることが確認できる書類の提出が必要です。  

②  温泉利用許可書の写し  

③  長良川温泉使用許可書の写し（長良川温泉を使用する場合のみ） 

  

※ 特別徴収義務者である法人に合併・分割が生じた場合で、承継法人が新規の申告を行う場合は、備

考欄に合併・分割前の特別徴収義務者を記入してください。  

また、相続による場合で、相続人が新規の申告を行う場合は、備考欄に相続前の特別徴収義務者を

記入してください。（次項「特別徴収義務者の申告事項の変更」を参照してください。）  

 

 ※温泉利用等の許可申請中であるなど、経営開始日の前日までに②③の許可書等を添付できない場合

は、②③に代えて許可申請書の控え等を提出してください。 
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２ 特別徴収義務者の申告事項の変更                        

「入湯税に係る特別徴収義務者申告書」の申告事項（特別徴収義務者、施設の名称、書類送付先等）

に変更があった場合は、速やかに変更の届出を行ってください。  

  

【提出書類】  

①  入湯税に係る特別徴収義務者異動申告書 記入例 P23 

②  

〔特別徴収義務者に係る変更（代表者、所在地又は住所の変更等）の場合〕  

（法人の場合）履歴事項全部証明書（写）  

（個人の場合）住民票（写）  

〔施設に係る変更の場合〕  

旅館業法等の規定による変更届出書（写）又は変更の事実を確認できる書類等  

〔その他の変更〕  

変更の内容が確認できる書類  

 

ただし、次のいずれかの事由により特別徴収義務者に異動があったときは、変更の届出ではなく、従

前の特別徴収義務者による「鉱泉浴場経営（休止・再開・廃止）届出書」及び新たな特別徴収義務者に

よる「入湯税に係る特別徴収義務者申告書」を提出してください。  

  

ア 経営譲渡、相続又は贈与  

イ 既登録時の特別徴収義務者を被合併法人とする合併 

ウ 会社分割による別法人への業務の承継 

エ 個人事業者から法人への変更  

オ 法人の解散による個人事業者への変更 

カ その他上記に類する事項  
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３ 経営の休止・再開・廃止                               

鉱泉浴場の経営を１か月以上休止する場合は、事前に休止の届出を行ってください。  

休止期間を定めずに経営を休止する場合には、経営を再開しようとするときに再開の届出を行ってく

ださい。なお、休止の日までに徴収すべき入湯税がある場合は、申告納入を行う必要があります。  

鉱泉浴場の経営を廃止した場合は、速やかに届出を行ってください。なお、廃止の日までに徴収した

入湯税がある場合は、申告納入を行う必要があります。 

  

【提出書類】  

①  鉱泉浴場経営（休止・再開・廃止）届出書 記入例 P25 

②  

〔経営を休止する場合〕  

旅館業法等の規定による廃止（停止）届（写）又は休止を確認できる書類

（「休止のお知らせ」等）  

〔経営を再開する場合〕  

旅館業法等の規定による変更届出書（写）又は再開を確認できる書類（「再開

のお知らせ」等）  

〔経営を廃止する場合〕  

旅館業法等の規定による廃止（停止）届（写）  
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第４章  入湯税の申告納入  

１ 申告納入                                        

（１）申告納入期限  

特別徴収義務者は、各月の初日から末日までの間の入湯に係る入湯税について、原則、翌月の末日ま

でに、必要事項を記入した「入湯税納入申告書」を税制課へ提出し、併せてその税額を「入湯税納入

書」により最寄りの金融機関で納入してください。（eLTAX による電子申告・電子納付も可能です。詳

しくは P17 を参照してください。） 

なお、期限後に申告及び納入をされた場合、本来の税額のほか、加算金や延滞金が加算される場合が

あります。  

また、修学旅行等の宿泊を伴う学校行事の参加者について課税免除とした場合は、「学校等の行事で

あることの証明書」の写しも併せて提出してください。 

※ 月末が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、次の平日が申告納入期限になります。  

※ １２月の申告納入期限は翌年１月４日（この日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、次の平

日）です。  

※「学校等の行事であることの証明書」は、宿泊税にて受領したものを入湯税にも流用することが可

能です。 

  

（２）入湯税納入申告書  

申告納入期限までに「入湯税納入申告書」に、入湯のあった月における入湯税の課税対象となる入湯

の総数、入湯税額その他必要な事項を記入し、提出してください。 記入例 P20 

※ 「入湯税納入申告書」は岐阜市ホームページよりダウンロードして使用してください。   

 

ア 注意点 

・申告すべき入湯税額が０円の場合も申告書の提出が必要です。適正な課税のため、ご協力をお 

願いいたします。 

・郵送し、控えの返送を希望される場合は、返信用封筒（宛先記入、切手貼付）を同封してくだ 

さい。 

※ 郵送により提出された場合は、税制課に届いた日が申告日となります。ただし、郵便局（郵便 

官署）の消印があれば、その消印の日に申告があったものとして取り扱います。 
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（３）入湯税納入書  

申告された入湯税は、申告納入期限までに「入湯税納入書」にて岐阜市の指定する下記金融機関で納

入してください。 記入例 P22    

また、電子申告された場合は、eLTAX の共通納税システムでの電子納付も可能です。 

※ 「入湯税納入書」は岐阜市ホームページよりダウンロードして使用してください。   

 

納入場所 

十六銀行、三菱 UFJ 銀行、大垣共立銀行、あいち銀行、名古屋銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金

庫、関信用金庫、岐阜商工信用組合、イオ信用組合、近畿産業信用組合、東海労働金庫、ぎふ農業協

同組合 以上の本・支店 

※令和 8 年１月末時点です。上記金融機関に変更がある場合はご注意ください。 

 

ア  注意点  

・１か月分ごとに１部作成してください。  

・コンビニエンスストアでの納入、スマホアプリを利用した電子決済サービス及び口座振替は対

応できません。  

    

 

 

２ 更正の請求                                       

（１）更正の請求とは  

特別徴収義務者の方が、計算誤り等の理由により納入すべき入湯税額を実際よりも過大に申告してし

まった場合、更正の請求を行うことができます。  

なお、更正の請求ができるのは、原則として納入期限から５年以内です。  

 

（２）請求の手続  

更正の請求は「入湯税更正請求書」に理由を明記の上、税制課に提出してください。  

更正の請求があった場合、帳簿等の調査に基づき、更正等の処理を行います。そのため、帳簿等を見

せていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。   

  



 

12  

第５章  適正な申告納入のために  

１ 帳簿等の記載・保存                                  

日々の入湯税を適正に把握していただくために、岐阜市税条例の規定により特別徴収義務者は、帳簿

を備え、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければなりません。  

また、取引情報の授受を電磁的方法によって行う電子取引をした場合には、原則として、その電磁的

記録（電子データ）をそれぞれの保存期間内で保存する必要があります。ただし、その電磁的記録を出

力した紙によって保存している場合には、当該電磁的記録を保存する必要はありません。 

※帳簿は、記載の日から２年間保存しなければなりません。 

※帳簿は、上記の事項が網羅されたものであれば、書式等が異なる業務用帳簿等に代えていただいて

構いません。（例：総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、売上帳等）    

 

  

２ 調査                                           

入湯税の適正な申告や申告内容等の確認を行うため、岐阜市の担当職員が申告指導や実地調査を行う

ことがあります。公平公正な税務行政の運営のためご協力をお願いします。  

  

３ 更正・決定                                       

更正とは、申告いただいた入湯税額に誤りがある場合に行う処分をいい、決定とは、申告納入すべき

入湯税額があるにもかかわらず、申告がない場合に行う処分をいいます。  

調査等により、申告すべき入湯税額が適正に申告されていない事実が判明した場合には、正しい税額

を納入していただくため、更正又は決定を行います。  

更正・決定を行った場合は、「入湯税（更正・決定）通知書」により、納入すべき税額及び納入期限

を通知しますので、納入期限までに納入してください。  
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４ 加算金                                          

入湯税の申告が適正になされなかった場合には、次のような加算金が課されます。  

  

（１）過少申告加算金  

納入申告書の提出期限までに申告があった場合で、その申告額が納入すべき税額より過少であるため

に更正されたとき                           更正による不足税額の１０％  

※ 不足税額のうち、一定金額を超える部分について、さらに５％が加算されます。  

  

（２）不申告加算金  

① 期限後に納入申告書の提出があったとき     申告税額の１５％ 

② 納入申告書の提出がないために決定があったとき            決定税額の１５％  

③ ①②の場合について、更正があったとき        更正による不足税額の１５％  

④ ①が、決定があることを予知せずに行われたものであるとき   申告税額の５％  

※ ①～③の場合で納入すべき税額のうち、５０万円を超える部分について、さらに５％が加算され 

ます。  

※ ④の場合において、その期限後申告書が、本来の期限から１月以内に提出されていることなどの一

定の要件を満たす場合、加算金が課されないことがあります。  

  

（3）重加算金  

事実に基づかず、不正な処理による申告又は不申告であったとき  

① 過少申告加算金に関するもの             過少申告加算金１０％に代えて３５％  

② 不申告加算金に関するもの           不申告加算金１５％に代えて４０％  

※ 一定期間に繰り返して不申告又は仮装・隠蔽に基づく申告書の提出等を行った場合、加算金の割合

に１０％が加算されます。  
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５ 延滞金                                          

納入期限までに入湯税を納入されなかった場合は、納入日までの日数に応じ、延滞金がかかります。  

  

【延滞金の計算方法】  

ア 納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間については、税額に年７．３％の割合を乗じ

て計算した額となります。  

ただし、延滞金特例基準割合（※）が年７．３％を下回る場合は、その年内は延滞金特例基準

割合＋１％となります。（年７．３％を上限とします。）  

  

※ 延滞金特例基準割合とは、「各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における銀行の新

規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として各年の前年の１１月３０日ま

でに財務大臣が告示する割合」＋１％の割合です。  

  

 

イ 納期限の翌日から１か月を経過した日以後は、税額に年１４．６％の割合を乗じて計算した額

となります。  

ただし、延滞金特例基準割合が年７．３％を下回る場合は、その年内は延滞金特例基準割合 

＋７．３％となります。  

  

※ ただし、延滞金の計算については、次のとおり端数処理を行います。  

○延滞金の計算の基礎となる税額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

また、その税額の金額が２，０００円未満であるときは、延滞金がかかりません。  

○算出された延滞金額に１００円未満の端数があるときには、これを切り捨てます。また、その延

滞金の金額が１，０００円未満であるときは、延滞金はかかりません。 
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６ 不服申立て                                       

課税の決定や滞納処分などについて不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。  

  

（１）審査請求の対象となる処分  

審査請求の対象となる入湯税に係る主な処分は次のとおりです。  

○税額の更正又は決定  

○加算金の決定  

○更正請求の否認  

  

（２）手続  

所定の事項を記載した審査請求書を、岐阜市長あてで税制課に提出してください。  
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第６章  その他  

１ 領収書等への表示                                  

領収書等に入湯税の名称とその額を表示するようお願いします。  

なお、入湯税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、入湯税額分も消費税の課税対象とな

る場合があります。  
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２ 電子申告・電子納付 

地方税共同機構が運営する「eLTAX」による電子申告・電子納付が可能です。 

各種手続きの一連の流れは、下記の URL よりご確認ください。 

https://www.eltax.lta.go.jp/support/manual/ ☞ PCdesk Next マニュアル -「ガイド編【申告等】」-

「PCdesk Next ガイド【申告等】」-「1.2 PCdesk Next を利用した手続きの一連の流れ」 

各種手続きの詳細は、下記の URL よりご利用ください。 

・利用届出（新規）に関すること（初回のみ） ［利用するソフト：PCdesk（WEB 版）］ 

https://www.eltax.lta.go.jp/support/manual/ 

・電子申告等に関すること ［利用するソフト：PCdesk Next］ 

https://www.eltax.lta.go.jp/special/pcdesknext/ 

※第 3 章～第 5 章の各種申告・申請に係る手続きでは、申請書等の様式及び必要な書類を添付して

ご利用いただけます。 

・電子納付等に関すること ［利用するソフト：PCdesk（WEB 版）／PCdesk（DL 版）］ 

https://www.eltax.lta.go.jp/support/manual/ 

 

  

（例3）

領 収 証

〇〇 〇〇様

〇〇〇号室人数 １名

日付 項目 金額

〇月〇日 客室料金 11,350円

合  計 11,350円

 上記金額には、宿泊税額200円、入湯税額150円が含まれております。

〇年〇月〇日

岐阜市〇〇町〇〇番地

〇〇旅館

領 収 印
印

紙
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３ 申告書等の記入の仕方 

（１）入湯税に係る特別徴収義務者申告書 
新たな鉱泉浴場の経営開始に伴い、入湯税の特別徴収義務者として申告する際に使用します。 

 

 

1 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

8



 

19  

１「提出年月日」欄 
□ 申告書の提出年月日を記入してください。（郵送の場合は、発送日を記入してください。） 

 

 

２「申請者」欄 
□ 特別徴収義務者となる鉱泉浴場の経営者の住所、氏名又は名称を記入してください。法人の場

合には法人名に加え、代表者の職、氏名も併せて記入してください。 

□ 個人の場合は１２桁のマイナンバー（個人番号）、法人の場合は国税庁から通知の１３桁の法人

番号を記入してください。法人番号がご不明な場合は、「国税庁 法人番号公表サイト」にてご

確認ください。 

 

 

３「鉱泉浴場」欄 
□ 鉱泉浴場の住所又は所在地、氏名又は名称、経営の種類、浴槽数を記入してください。 

□ 「経営開始（予定）日」欄には、施設の経営を開始する日を記入してください。 

 

 

４「温泉利用許可」欄 
□ 岐阜市生活衛生課発行の「温泉利用許可書」に記載の許可日と許可番号を記入してください。 

 

 

５「長良川温泉使用許可」欄 
□ 長良川温泉を使用する場合、岐阜市保健衛生政策課発行の「温泉使用許可書」に記載の許可日

と許可番号を記入してください。（長良川温泉を使用しない場合は記入不要です）                                 

 

 

６「使用する温泉」欄 
□ 使用する温泉名を記入してください。（長良川温泉を使用する場合は記入不要です） 

 

 

７「書類送付先」欄 
□ 申告についての問い合わせ、関係書類（納入書等）を送付する際、「申請者」欄の住所・氏名

とは異なる宛先への送付を希望する場合に記入してください。記入の際は担当部署名まで記入

してください。また、直通電話番号があれば記入してください。 

 

8「備考」欄 
□ その他、必要に応じて記入してください。（吸収合併による新規登録の場合の前事業者の法人

名等） 
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（２）入湯税納入申告書 
入湯税を申告する際に使用します。 

 

 

1 
２ 

３ 

５ 

６ 

７ 

４ 

1 8 9 
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１「入湯年月」欄 
□ 対象となる入湯年月を記入してください。 

 

 

２「個人番号及び法人番号」欄 
□ 個人の場合は１２桁のマイナンバー（個人番号）、法人の場合は国税庁から通知の１３桁の法人

番号を記入してください。法人番号がご不明な場合は、「国税庁 法人番号公表サイト」にてご

確認ください。 

 

 

３「指定番号」欄 
□ 岐阜市から鉱泉浴場ごとに割り当てている指定番号を記入してください。 

 

 

４「申告年月日」欄 
□ 申告書の提出年月日を記入してください。（郵送の場合は、発送日を記入してください。） 

 

 

５「特別徴収義務者」欄 
□ 特別徴収義務者の所在地（住所）、名称（氏名）、屋号及び称号、経営の種類、電話番号を記入

してください。法人の場合には法人名に加え、代表者の氏名も併せて記入してください。 

 

 

６「総入湯客数」欄 
□ 入湯行為月における延べ入湯客数を記入してください。その下の明細書欄に日ごとの内訳を記

入してください。 

 

 

７「課税免除」欄 
□ 入湯税の課税免除対象となる入湯客数の合計を種類ごとに記入してください。その下の明細書

欄に日ごとの内訳を種類ごとに記入してください。 

 

 

８「課税標準」欄 
□ 入湯税の課税対象となる入湯客数を記入してください。その下の明細書欄の「差引総入湯客

数」に日ごとの内訳を記入してください。 

 

９「税額」欄 
□ 課税標準の人数に税率 150 円を乗じた税額を記入してください。 
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（３）入湯税納入書 
 入湯税を金融機関で納入する際に使用します。 

 

 
 

１「年度」欄 
□ 課税年度を記入してください 

 

２「特別徴収義務者」欄 
□ 特別徴収義務者の住所又は所在地、氏名又は名称、鉱泉浴場名を記入してください。 

 

３「指定番号」「申告年月」欄 
□ 「指定番号」欄には、岐阜市から鉱泉浴場ごとに割り当てている指定番号を記入してくださ

い。 

□ 「申告年月」欄には、対象となる入湯年月を記入してください。 

 

４「納入金額」欄 
□ 「納入金額」の「税額」欄と「合計」欄に申告納入すべき入湯税額を右づめで記入してくださ

い。 

 

５「納入期限」欄 
□ 当該月分の申告納入期限を記入してください。申告納入期限については、10 ページを参照し

てください。 

※この納付書は 2 片１組になりますので、キリトリ線で切り離さず、2 片セットで金融機関へ提出

してください。   

※領収証書は５年間保管してください。 

1 

２ 

３ 

４ 

５ 
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（４）入湯税に係る特別徴収義務者異動申告書 
 特別徴収義務者として登録している事項（特別徴収義務者、施設の名称、書類送付先等）に変更が 

あった場合に使用します。 

 

 
 

５

６

４

１

２

３
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１「提出年月日」欄 
□ 申告書の提出年月日を記入してください。（郵送の場合は、発送日を記入してください。） 

 

 

２「特別徴収義務者」欄 
□ 特別徴収義務者の住所、氏名、個人番号を記入してください。法人の場合は所在地、名称及び

代表者氏名、法人番号を記入してください。 

 

 

３「鉱泉浴場」欄 
□ 鉱泉浴場の住所又は所在地、氏名又は名称を記入してください。 

□ 岐阜市から鉱泉浴場ごとに割り当てている指定番号を記入してください。 

 

 

４「変更日」欄 
□ 変更日を記入してください。 

 

 

５「変更項目」欄 
□ 「入湯税に係る特別徴収義務者申告書」の各項目の中で変更のあった項目を選択してくださ

い。 

 

 

６「変更内容」欄 
□ 変更内容を具体的に記入してください。 

□ 名称等の変更の場合は、ふりがなも記入してください。 

□ 変更内容が複数ある場合には、すべてご記入ください。 
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（５）鉱泉浴場経営（休止・再開・廃止）届出書 
 鉱泉浴場の経営を１か月以上休止する場合、経営を再開する場合、経営を廃止する場合に使用しま 

す。 

 

 
 

 

７

５

６

３

４

１

２
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１「提出年月日」欄 
□ 申告書の提出年月日を記入してください。（郵送の場合は、発送日を記入してください。） 

 

 

２「特別徴収義務者」欄 
□ 特別徴収義務者の住所、氏名、個人番号を記入してください。法人の場合は所在地、名称及び

代表者氏名、法人番号を記入してください。 

 

 

３「鉱泉浴場」欄 
□ 鉱泉浴場の住所又は所在地、氏名又は名称及び代表者氏名を記入してください。 

□ 岐阜市から鉱泉浴場ごとに割り当てている指定番号を記入してください。 

 

 

４「申告区分」欄 
□ 該当する項目の□にチェックを入れてください。 

 

 

＜以下については、申告する内容に応じて、該当する欄に記入してください＞ 

 

５「休止期間」欄 
□ 休止期間の年月日を記入してください。 

□ 休止期間を定めずに経営を休止する場合は休止開始日のみを記載してください。 

  ※休止届出をした場合、経営再開時にも必ず届出書を提出してください。 

 

 

６「再開又は廃止の日」欄 
□ 再開又は廃止の日の年月日を記入してください。 

 

 

７「休止又は廃止の理由」欄 
□ 具体的に記入してください。 
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４ 各種様式のダウンロード                          

手続きに必要な各種様式は、岐阜市ホームページ（ページ番号 1038247）に掲載しております。

必要に応じ、ダウンロードしてご利用ください。 

 また、ダウンロードが難しい場合は税制課窓口でもお渡しできますので、お問合せください。 

 

 

 

 

 

５ 申告書等の提出先・お問合せ先                          

岐阜市財政部税制課諸税係入湯税担当 

〒５００－８７０１ 岐阜市司町４０番地１ 市庁舎３階 

ＴＥＬ  ０５８－２６５－３９０８ 

メールアドレス  zeimu@city.gifu.gifu.jp 


